
少子高齢化による労働力不足の中、出産・育児による離職抑制、若年人材の

定着、長時間労働抑制等を目的として、多様な働き方の下で誰もが活躍できる

職場環境づくりを進めてみませんか？

福島県がそれらの取組に対し助成金を交付します。

概 要

メニュー

ソフト事業

補助率3/4以内

上限50万円

○働きやすい職場環境づくり事業

・働きやすい職場環境づくり検討委員会設置、運営

・就業規則の策定・改定

○人材育成事業

・外部への研修会参加

・育児・介護休業中の従業員のための研修実施等

ハード事業

対象経費3/4以内

上限100万円

○社内の労働環境整備

休憩室、男女別更衣室、トイレ等の整備

※備品やシステム機器等の購入は対象外



福島県　商工労働部　雇用労政課

対 象

事業の流れ

TEL： 024-521-7289

Email : koyourousei@pref.fukushima.lg.jp

県 申請する企業

① 交付申請書等を提出

【受付期間】

５月、８月、１１月、２月

※各月の初日～最終日まで② 交付決定通知

⑤ 額確定通知

⑦ 支払

③ 事業実施

④ 実績報告の提出

⑥ 助成金請求

まずは電話で

ご相談ください

他にもメリット多数！

次世代育成支援企業認証を新たに取得してみませんか？

詳細はHPへ

福島県 次世代育成支援企業認証 検索

県内に事業所を有し、福島県次世代育成支援企業認証を取得した企業

※事業毎に以下の認証取得が要件となります。

○働きやすい職場環境づくり事業

「働く女性応援」中小企業認証または「仕事と生活の調和」推進企業認証

○人材育成事業

「働く女性応援」中小企業認証

○社内の労働環境整備

「働く女性応援」中小企業認証

申請書の認証要件達成状況表において、達成項目３つ以上


